
 

大学院履修及び進級等に関する規程 

 
（目  的） 

第 １ 条 この規程は、関西医療大学大学院学則（以下「学則」という。）に基づき、本大学院におけ

る授業科目の履修、試験及び進級に関して、必要な事項を定める。 

（授業科目の開設等） 

第 ２ 条 授業科目は、必修科目と選択科目とする。 

２ 各年次において開講する授業科目、単位数、担当教員及び時間割は、当該年次の開始時に決

定し、発表する。 

（履 修 願） 

第 ３ 条 学生は、選択科目から履修しようとする科目を予め選択し、次の期日までに所定の方法で履

修登録をしなければならない。 

(1) 前期：４月の定められた日 

(2) 後期：９月の定められた日 

２ 本条第１項に定める手続きがなされた後の履修登録科目の変更、追加、削除等は、原則とし

て認めない。 

（履修の条件） 

第 ４ 条 学生は、原則として、学則別表第１及び別表第２（授業科目）に従い、その年次に配当され

た授業科目を履修し、単位を取得しなければならない。 

（単位授与） 

第 ５ 条 学則第２９条に基づき、第２条に定める授業科目の講義、演習、又は実習を履修し、試験に

合格した者に所定の単位を与える。 

（成績の評価） 

第 ６ 条 前条により単位を授与された科目の成績評価の基準は次のとおりとし、Ｃ評価以上を合格と

する。 

Ｓ評価：１００点～９０点（到達目標を十分に達成し、極めて優秀である） 

Ａ評価：８９点～８０点（到達目標を十分に達成している） 

Ｂ評価：７９点～７０点（到達目標を達成している） 

Ｃ評価：６９点～６０点（到達目標を概ね達成している） 

Ｄ評価：５９点以下（到達目標を達成していない） 

２ 通年科目の成績については、後期に評価する。 

（試  験） 

第 ７ 条 試験は、定期試験、追試験、再試験及び単位認定試験とする。 

２ 試験は、試験科目及び期間又は期日を定めて行う。 

（試験欠席届） 

第 ８ 条 以下の理由で試験を受けることのできない学生は、当該授業科目の試験実施前又は試験日か

ら１週間以内に、試験欠席届を大学教学部教務課（以下「教務課」という。）へ提出しなけれ

ばならない。なお、第1号又は第2号の理由による欠席の場合は、試験欠席届に医師の診断書を

添えるものとする。それ以外の理由の場合は任意形式の理由書を添えるものとする。 

(1) 学校感染症で出席停止となった場合。 

(2) 学校感染症以外による体調不良又は外傷等による場合。 

(3) 裁判員制度・検察審査会制度による場合。 

(4) 公共交通機関のトラブル（信号機の故障、濃霧、人身事故等）による場合。 

(5) その他正当な理由と認められる場合。 

（定期試験） 

第 ９ 条 定期試験は、学期ごとに授業科目について、１回以上行う。ただし、授業科目により、平常

の成績又はレポートの提出をもって、試験に代えることができる。 

２ 学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期試験を受けることができない。 

(1) 定期試験を受けようとする授業科目について、第３条第１項の手続きをしていないとき。 

(2) 定期試験を受けようとする授業科目の授業時間数の３分の２以上の出席がないとき。ただ

し、演習・実験・実習もしくは実技については、５分の４以上の出席がないとき。  

(3) 授業料等の学費を現に滞納しているとき

。

 



 

(4) 学則第４６条に規定する懲戒処分を現に受けているとき。 

３ 試験において、不正行為があった場合、それまでの当該試験期間中に行われた試験は無効と

し、以後の試験は受験させない。  

（レポート） 

第１０条 前条第１項のただし書きに係るレポート提出については、次のとおりとする。 

(1) レポートの課題、様式、提出期限及びその他の注意事項については、教務課から連絡する。 

(2) 前条のただし書のレポートを定められた期日までに提出しなかった者は、当該科目を棄権

したものとみなす。 

(3) 前条第２項の規定により、受験資格を失った者のレポートは、これを受理しない。 

（追 試 験） 

第１１条 病気、その他の理由で定期試験を受けることができず、第８条に定める手続きを行った者に

対し、追試験を行う。 

２ 追試験を受けようとする学生は、所定の受験料を添えて、所定の期日までに追試験願を教務

課へ提出しなければならない。 

３ 本条が定める追試験には、第９条第１項のただし書を準用することができる。 

（再 試 験） 

第１２条 第６条第１項に定める成績がＤ評価である者に対して、再試験を行うことがある。 

２ 再試験を受けようとする学生は、所定の受験料を添えて、所定の期日までに再試験願を教務

課へ提出しなければならない。 

３ 再試験の成績は、６０点を上限とし、第６条第１項の規定に基づき、成績評価する。なお、

この試験の追試験は、行わない。ただし、学校感染症により再試験を受験できない場合は、当

該学生の当該科目の再試験日程を変更することがある。 

４ 第１１条が定める追試験の再試験は行わない。 

５ 本条が定める再試験には、第９条第１項のただし書を準用することができる 

（単位認定試験） 

第１３条 前年度において、定期試験及び追試験又は再試験で不合格となり単位を取得できなかった科

目については、次年度において単位認定試験を行うこととする。 

なお、当該試験の成績評価等については、前条に準ずることとする。 

（修  了） 

第１４条 修了は、学則第３３条に定める修了の要件を満たした者について認める。 

２ 前項において、修了を認められなかった場合は、前項の要件を満たすまで原級に留まり、単

位未取得科目を履修するものとする。 

（改  廃） 

第１５条 この規程の改廃は、学長が行う。 

  

附  則 

１．この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

  

附  則 

１．この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

  

附  則 

１．この規程は、平成２３年４月１日から施行し、平成２３年度入学生より適用する。 

  

附  則 

１．この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

  

附  則 

１．この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

  

附  則 

１．この規程は、令和５年６月２０日から施行する

。

 

  



 

附  則 

１．この規程は、令和６年４月１日から施行し、令和６年４月１日入学生より適用する。 

  

附  則 

１．この規程は、令和７年４月１日から施行する。 




